
 

役員報酬及び費用に関する規程 

 

（総則） 

第１条  公益社団法人全国愛農会（以下「本会」という。）の役員の報酬に関する事項は、

この規程に定めるところによる。 

(報酬の種類) 

第２条 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給するこ

とができる。 

２  常勤役員で職員を兼ねる場合には、本会諸規定・給与規定による職員給与を支払う。 

(報酬の支給日) 

第３条  非常勤役員の報酬は必要の都度、支払うものとする。 

(報酬の額) 

第４条  常勤役員の報酬の月額は、以下とする。 

    理 事      ５０，０００円 

２  新たに常勤の役員となった者には、その日から報酬を支給する。 

３  常勤役員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。 

４  常勤役員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。 

（通勤手当） 

第５条  通勤手当は、１０，０００円まで全額支給する。同額を越えた場合は越えた額の２

分の１を支給する。 

（実施細則） 

第６条  役員の報酬の支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項については、会

長が別に定める。 

（退職金） 

第７条 役員の退職金は支給しない。 

第８条 役員の旅費については、別途定める旅費規程に基づき支給する。 

附則 この規程は２００２年１２月８日より施行する。 

        ２００３年２月１５日通常総会において改定 

        ２０１４年２月１１日理事会において改定 

        ２０１７年３月１９日通常総会において改定 

        ２０１９年３月９日通常総会において改定 


